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○ はじめに

Ⅰ コミュニティ・スク－ル導入にあたって必要な基本認識

１ 開かれた学校とは

（１) なぜ(コミュニティ・スク－ルか)学校を開くのか

（２) 開かれた学校づくりの柱

（３) 何を開くのか

２ 開かれた学校づくりの歴史的変遷(福岡県)

（１) 第１段階（開かれた教育活動の時代）

（２) 第２段階（開かれた学校経営・運営の時代）（学校評議員制の限界）

（３) 第３段階（地域基盤形成につながる開かれた学校づくりの時代）

３ 開かれた学校推進のための制度等

（１）学校評議員制

（２）学校運営協議会制度

（３) その他、学校モニタ－制

Ⅱ コミュニティ・スク－ル導入して５年目、見えてきたこと

１ コミュニティ・スク－ル導入の推移

（１) 模索期

１７年度 → １８年度 → １９年度【著書発刊 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸ-ﾙの展開】
(小２校・中１校) （小５校・中２校） （小７校・中２校）

（２) 拡充期

２０年度 → ２１年度 → ２２年度【教育フォ－ラム予定】
（小１２校全・中２校） （小１２校全・中５校） （小１２校全・中６校全）



２ コミュニティ・スク－ルとはどんな学校か

（１）コミュニティ・スク－ルの主要推進軸

（２）コミュニティ・スク－ルのタイプ

(３) 学校運営協議会の機能化を図る実働組織

（４）学校の教育目標・校訓は学校・家庭・地域で共有化、達成は三者で

（５）カリキュラムの特徴

（６）学校案内・要覧の変化

（７）校長の作成する学校経営要綱、校務分掌組織の変容

（８）教育委員会の学校運営協議会設置規則の変容・改正

（９）名称の変更（地域運営学校からコミュニティ・スク－ルへ）

３ コミュニティ・スク－ル導入の条件

(１）教育委員会事務局の姿勢・体制・予算措置・関係部署との連携

(２）管理職の意識の変換・構想力量

(３）教職員の学校観・教育観の変換

４ コミュニティ・スク－ル導入で見られたよさ

（１）学校・家庭・地域の役割が自覚されること

（２）町づくりにつながること

（３）変容が見られたこと

５ コミュニティ・スク－ル今後の改善事項

（１）地域基盤形成を目指す学校教育行政・社会教育行政による総合的取組

（２）「校務分掌組織」の改編

（３）学校・家庭・地域の教育力の評価

（４）担当教職員の加配

(５) 小学校と中学校の主軸のちがい

（６）諸活動に対する予算措置

○ おわりに



資料１ 開かれた学校づくりの歴史的変遷（福岡県）

昭和６３年頃～ 平成１２年頃～ 平成１８年頃～
第一段階 第二段階 第三段階

開 か れ た 開 か れ た 開かれた学校づくりを
教育活動の段階 学校経営・運営の段階 地域基盤形成へつなぐ段階

→ →

①地域の教育資源を生か ②地域住民の意向を反映し ③地域ぐるみで学校を支
した教育活動の展開 た学校経営・運営の展開 援する取組

臨教審答申を踏まえたモ
デル事業の展開(福岡県) ○学校評議員制

○教育改革特別推進事業 （平成１２年学教法施行規則）
（昭和６３～６５年） ○学校モニタ－制の導入

○学校活性化推進事業 （平成１４年度春日市で学
（平成２～４年） 校評議員制とセットで導入

○特色ある学校（ﾏｲｽｸ-ﾙ･ ○学校運営協議会制度（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸ-ﾙ）
ﾏｲﾀｳﾝ）推進事業 （平成１６年地教行法 春日市平成１７年度から導入）

（平成５～７年） ○教育再生会議報告 ○改正教育基本法
○学社連携・融合推進事 （平成１９年 第１・２・３ (平成１８年１２月)

業 （平成５～７年） 次報告、平成２０年 最終 ○教育振興基本計画策定
報告) （国 平成２０年７月）

○学校評価の実施及び公表 ○学校支援地域本部事業
（平成１９年学教法施行規則） （子どもと向き合う時間

の確保等 平成２０年）
○教育力向上福岡県民運

動の開始（平成２０年）
○ふくおか学校応援事業

（平成２０年）

学校の活性化・特色化 家庭・地域と一体になっ 社会全体の教育力向上
の推進 た信頼される学校づくり のための仕組みの構築

資料２ 開かれた学校づくりの内容

①開かれた学校経営・運営
○コミュニティ・スク－ル(外に開く)
○学校情報(取組・評価等)の発信・公開・説明責任(外に開く)
○家庭・地域の役割・取組(外に開く)等々

②開かれた学年・学級経営、教科経営
○(小学校)スク－ル・イン・スク－ル(内に開く)等々
○(中学校)同教科、異教科間での協同的経営(内に開く)等々

③開かれた教育活動(カリキュラム)(内・外に開く)
○教育課程内の教育活動 ・地域に貢献・還元するカリキュラム
○教育課程外の教育活動 ・地域を生かすカリキュラム
○その他の教育活動 ・地域を学ぶカリキュラム

・地域と共に学ぶカリキュラム
④開かれた学校環境
○自作資料の共有化(内に開く) ○地域への掲示板の開放(外に開く)
○(共通内容～道徳)全学年・全主題の指導過程と使用資料をセットにし
た指導資料の整備・共有化(内に開く)等々

⑤開かれた研修
○教員相互の日常的授業公開と相互錬磨(内に開く)
○国・地方の教育基本情報の共有化の取組(内に開く)
○発表会・実践交流会の取組(外に開く)等々



資料３ 春日市学校運営協議会設置規則の改正(新旧対比)

旧(平成１７年４月１日施行) 新(平成２０年４月１日施行)

(目的) (趣旨)

第１条 この規則は、地方教育行政の組 第１条 この規則は、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律(昭和３１年法律 織及び運営に関する法律(昭和３１年法律

第１６２号)第４７条の５の規定に基づき 第１６２号)第４７条の５の規定に基づき

春日市立小学校及び中学校(以下「学校と 春日市立小学校及び中学校(以下「学校と

いう。」)に設置する学校運営協議会(以 いう。」)に設置する学校運営協議会(以

下「協議会」という。)に関し必要な事項 下「協議会」という。)に関し必要な事項

を定め、もって地域に開かれ、地域が支 を定めるものとする。

える学校づくりに資することを目的とす

る。

(協議会設置の趣旨) (協議会設置の目的)

第２条 協議会は、地域の住民及び保護 第２条 協議会は、学校が掲げる教育目

者等(以下「地域住民等」という)が一定 標の実現に向け、一定の権限と責任を持

の権限と責任を持って学校運営に参画す って学校運営に参画することにより、次

ることにより、次の各号に掲げる事項の の各号に掲げる事項の達成を目指すもの

達成を目指すものとする。 とする。

(１)地域住民等と学校が双方向の信頼 (１)地域の住民及び保護者等(以下「地

関係を深め、地域に信頼され、開 域住民等」という。)が、学校との

かれた学校づくりを推進すること。 連携の下、目標を共有化し、責任

(２)地域住民等の意向を的確に学校運 を分かち合い、協働して児童及び

営に反映させ、創意工夫しながら 生徒の育ちにかかわる風土が醸成

特色ある学校づくりを推進するこ されること。

と。 (２)家庭及び地域の教育力が向上する

(３)地域住民等と学校が相互にその教 ことにより、児童及び生徒の豊か

育力を高め、協働してより良い教 に生きる力が育成されること。

育の実現に取り組むこと。 (３)地域住民等と学校との信頼関係が

深まることにより、地域に開かれ、

地域が支え、信頼される学校とな

ること。

(委員) (委員)

第４条 協議会の委員は、次の各号に掲 ＊左に同じ

げる者のうちから、教育委員会が任命す

る。

（１）当該指定学校の通学区域内の住民

（２）当該指定学校に在籍する児童又は

生徒の保護者

（３）当該指定学校の校長

（４）当該指定学校の教職員

（５）学識経験者

（６）関係行政機関の職員

（７）前各号に掲げる者のほか教育委員

会が必要と認める者

２ 委員の定数は、各指定学校につき１

５人以内で、教育委員会が当該指定学校

の校長と協議して定める。

＊以下省略 ＊以下省略



資料４ 実 働 組 織 例

春日北小学校例「学校経営の重点(豊かな学力・心の育成)の実現を柱に」

校 長 学校運営協議会 課題別コミュニティ推進部

教 頭 学力アップコミュニティ
生活アップコミュニティ
モラルアップコミュニティ
安全アップコミュニティ

小中連携推進委員会

日の出小学校例「共育目標(学力・モラル・生活力・健康体力・安全対応力・かかわる力の

向上)の実現を柱に」

校 長 学校運営協議会 コミュニティ推進部

教 頭 ○課題別コミュニティ ○三者コミュニティ委員会
・学びコミュニティ ・ふれあい合同運動会
・心を育むコミュニティ ・ふれあいサンフェスタ
・元気コミュニティ ・サンライズアンビシャス広場
・安全安心コミュニティ

○地域行事支援
・夏祭り ・夏のキャンプ ・敬老会祝賀会 ・餅つき

○小中連携委員会
・学力向上部会 ・児童生徒交流部会 ・生徒指導部会

春日西小学校例「学校の教育目標(自分で考え、行動する子ども)実現のための三者の連動を

柱に」

校 長 学校運営協議会 コンビネ－ション・プロジェクト

教 頭 ○家庭のレインボ－・プロジェクト
（１ 働く場を ２ 基本的な生活習慣を ３ マナ－・モラルの
向上を ４ メディアとのよりよい関係を ５ 家庭習慣・読
書習慣を ６ 家族間ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝを ７ 地域とのつながりを）

○学校のレインボ－・プロジェクト）
（7項目 省略）

○地域のレインボ－・プロジェクト
（１ 子どもの遊び場を ２ 大人と子どもがふれあえる場を

３ 子どものボランティア精神を促進する場を
４ 指導者・ボランティアの人材バンクを ５ 温かく規範意
識の高い町を ６ 安全で防犯意識の高い町を
７ 地域組織のネットワ－クを）

春日西中学校例「目指す子どもの姿(学校が好きになり、地域に貢献できる生徒)の達成を柱

に」

校 長 学校運営協議会 西中サポ－ト地域推進本部

教 頭 ○学習支援コミュニティ
○安全支援コミュニティ
○環境支援コミュニティ



資料５ 春日市の特色ある主要教育施策の紹介

ひとりひとりの子どもへのきめ細かな指導・対応
● ３０人以下学級の実施 (継続)

平成２０年度から導入(全小学校第６学年)し２年目。学校・保護者から大変喜ば
れており、今後はその成果の検証。

● 教育支援センタ－の移設新設 (新規)
平成１３年度設置の教育支援センタ－・ハ－ト館(ことばの教室、適応指導教室)
の適応指導教室が２１年９月分離独立、教育支援センタ－として不登校児童生徒
の指導にあたる。ことばの教室と適応指導教室の指導空間・受け入れ人数の拡充。

● サポ－ト・ティ－チャ－の派遣制度 (継続)
平成１５年度より教員１人では学級運営が困難で支障をきたす場合(学級崩壊・課
題を有する子どもの対応等々)、その支援として学校へ派遣。

子どもが育つ地域基盤形成のための取組
● コミュニティ・スク－ル実施 （継続・拡充）

平成１７年度より導入、２０年度で全小学校、中学校２校。２１年度で中学校３
校増加の予定。２２年度は全中学校となる予定。

● アンビシャス広場の推進 (継続)
平成１７年度から地域子ども教室を２年間実施。その発展としてアンビシャス広
場を１９年度より実施、全小中学校区とぶどうの庭で実施。

● 家庭教育支援基盤形成事業 (継続・新規)
平成１７年度より家庭教育総合支援事業を４年間実施。その発展として家庭教育
支援基盤形成事業を２１年度より実施。

● 子育てアップチャレンジプラン (継続)
平成１９年度より小学校第３学年の子ども・保護者を対象に実施。
(参加率：１９年度１６．６％、２０年度２７．０％)

今日的教育課題への積極的な対応・取組
● 全小学校への外国語活動指導員配置 (継続)

平成１７年度より春日市小学校英会話活動基底カリキュラム作成・改訂。
１８年度、新設校白水小で全学年先行実施。１９年度より市内全小学校全学年で
実施。このため全小学校へ指導員配置。
２１年度より全小学校中学年において文部科学省「教育課程特例校」の指定

● 学力、体力向上のための積極的取組 (継続)
各学校の創意ある向上プランに基づいた確実な推進。あわせて、実効性を上げる
ための家庭学習の習慣化、日常的運動・スポ－ツの奨励
＊全国体力調査(２０年度～) 全国学力調査(１９年度～)
＊全小学校：CRT、全中学校：NRT(毎年度実施)

● 心豊かにする子ども読書活動の推進 (継続)
平成２０年度悉皆調査実施(春日市小学校・中学校全児童生徒、５歳児)
２１年１０月春日市子ども読書活動推進計画策定の予定

● 学校・家庭・地域「ノ－チャイム」運動の展開 (新規)
自から考え・判断し・行動する力を醸成する環境づくりの一環(指示待ち子どもを
なくす取組の一つ)として平成２１年度より実施。先ず学校(モデル校)から、次い
で家庭・地域へとつないでいく予定。

● リ－フレットによる教育施策・事業の市民への説明・配布(継続)
平成１７年度より市教育要覧（全 110 頁）を廃止、ｴﾃﾞｭｹ-ｼｮﾝ春日（ﾘ-ﾌﾚｯﾄ）へ変
換し小中学校全保護者、自治会等へ配布

● ゆとりある教育環境の創造 (継続)
平成１９年度から毎年度モデル校（２校）で実施・検証している。全学校がモデ
ル校を経験した段階で総括し、具体的総合方策を出す予定である。

● 学校への権限委譲による自律的学校経営の促進 （継続）
平成１４年度より学校への権限委譲（予算編成・執行権を委譲する総額裁量制、
学校管理規則の全面改正）の推進

春日市の歴史・文化の継承
● 続・春日風土記の発行 (継続)

平成２１年３月発行(昭和５７年から市報かすがにシリ－ズ掲載。平成５年３月
に第１冊刊行、それに続くもの。春日市郷土史研究会の執筆・編集)
全教職員と教育委員会との課題・取組の共有化・協働化

● 教育長出前ト－クの実施 (継続)
教育委員・事務局職員参加のもと教育長と全教職員との情報交換。平成１７年度
より毎年度全学校で実施。(主として夏季休業中)（市定例学校訪問取りやめ）


